
平成 27年 3月 31日時点 
 

市民後見推進事業の概要 

 

市区町名 鎌ケ谷市 

 

事 業 区 分 （１）市民後見人養成のための研修の実施 

 

委 託 先 及 び 

委  託  内  容 

 

全部委託  ・  一部委託  ・  委託なし 

委託先名：ＮＰＯ法人成年後見なのはな 

委託内容：研修会の開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 業 内 容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（研修の名称） 

「鎌ケ谷市市民後見人養成研修」 

 

（研修対象者） 

住民基本台帳に登載された２５歳以上の者で、研修後市民後見人として活動

する者。 

 

（研修カリキュラム等） 

ＮＰＯ法人地域ケア政策ネットワークが発行する市民後見人養成テキスト

（改訂２０１４．６）の基礎研修２１単位、１，２６０分の講義 

 

（講師） 

・ＮＰＯ法人成年後見なのはな 

・市職員 

 

 

 

事業スケジュール 

（ 予 定 を 含 む ） 

 

 

 

平成２６年８月 研修カリキュラムを策定 

     ９月 業務委託先・研修受講生募集 

    １０月 業務委託先決定 

    １２月 第１回市民後見人養成研修実施 

平成２７年１月 第２回市民後見人養成研修実施 

        第３回市民後見人養成研修実施 

     ２月 第４回市民後見人養成研修実施 

     ３月 第５回市民後見人養成研修実施 

 

備      考 

 

 

 


